
岩手県からのお知らせ 

身体障がい者等に係る自動車税（環境性能割 

・種別割）の課税免除制度の改正について 
 

 県では、令和５年４月から、身体などに障がいを有する方に係る自動車税（環

境性能割・種別割）の課税免除制度の一部を次のとおり改正します。 

 

１ 改正の内容 

（１）本人が運転する場合…変更はありません 

（２）生計同一者（家族）が運転する場合 

 令和４年度まで 令和５年度から 

使用目的 通学、通所、通院、通勤又は生業 変更なし 

回数要件 週１回以上又は月４回以上 継続して月１回以上 

添付書類 
証明書（生業以外） 

使用実績書（生業） 
不要（申請書で誓約） 

（３）常時介護者が運転する場合 

 令和４年度まで 令和５年度から 

使用目的 通学、通所、通院、通勤又は生業 変更なし 

回数要件 １年以上の期間にわたり週３日以上 継続して週３日以上 

添付書類 

証明書（生業以外） 

使用実績書（生業） 

運行計画書 

不要（申請書で誓約） 

 

２ 軽自動車税（環境性能割）について 

  自動車税に係る改正に伴い、県が申告受付・徴収を行っている、県内市町村

の軽自動車税（環境性能割）の減免についても、１と同様の取扱いとなります。 

 

３ 申請の手続き 

・ 新制度による課税免除は、令和５年４月１日申請分から適用されます。 

・ 令和５年度の自動車税種別割の課税免除の申請期限は、令和５年５月 24

日（水）です。 

・ 令和４年度に自動車税種別割の課税免除を受けた方については、新制度に

基づき、御案内をお送りします。 

 



・ 詳しくは、住所地を管轄する広域振興局の県税窓口又は県庁税務課にお問

い合わせください。また、県公式ホームページにも掲載しています。 

  https://www.pref.iwate.jp/kensei/zei/gaiyou/jidousha/1011207.html 

 

４ 問い合わせ先 

 制度全般、具体的な申請手続きについて…各広域振興局県税窓口 

広域振興局 住 所 電話番号 

盛岡広域振興局 〒020-0023 盛岡市内丸 11-1 019-629-6547 

県南広域振興局（奥州） 〒023-0053 奥州市水沢大手町 1-2 0197-22-2822 

 花巻県税センター 〒025-0075 花巻市花城町 1-41 0198-22-4912 

 一関県税センター 〒021-8503 一関市竹山町 7-5 0191-34-4661 

沿岸広域振興局（釜石） 〒026-0043 釜石市新町 6-50 0193-25-2715 

 宮古地域振興センター県税室 〒027-0072 宮古市五月町 1-20 0193-64-2212 

 大船渡地域振興センター県税室 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田 6-1 0192-27-9917 

県北広域振興局（久慈） 〒028-8042 久慈市八日町 1-1 0194-66-9678 

 二戸地域振興センター県税室 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡 6-3 0195-23-9216 

制度全般について…県庁税務課 019-629-5146 


